別表２

月額自己負担上限額表

	区分
	月額自己負担上限額

	1 生活保護世帯
	生活保護法による生活保護受給世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

	０円

	2 低所得１
	受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非課税世帯であって、受診者の各保護者の収入の合計金額がいずれも80万円以下である場合であって、かつ、①生活保護世帯に区分されないもの

	２，５００円

	3 低所得２
	受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非課税世帯である場合であって、かつ、①生活保護世帯及び②低所得1に区分されないもの

	５，０００円

	4 中間所得１
	受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が3万３千円未満の場合であって、かつ、①生活保護世帯に区分されないもの

	５，０００円

	5 中間所得２
	受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が3万３千円以上２３万５千円未満の場合であって、かつ、①生活保護世帯に区分されないもの

	１０，０００円

	6 一定所得以上
	受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が23万5千円以上の場合であって、かつ、①生活保護世帯に区分されないもの
ただし、「重度かつ継続」に該当する場合に該当する場合に限り、該当しない場合は育成医療の支給対象としない

	２０，０００円



（注１）
「市町村民税世帯非課税世帯」とは、受診者の属する「世帯」の世帯員が育成医療を受ける日の属する年度(育成医療を受ける日の属する月が4月から6月である場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条（退職所得の課税の特例）の規定によって課する所得割を除く)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。

（注２）
「各保護者の収入の合計金額」とは、次の額の合計金額を受診者の各保護者について算出したものをいう。
・地方税法上の合計所得金額
(合計所得金額がマイナスとなる者については、0とみなして計算する)
「合計所得金額」とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額（同法第　　３１３条第８項及び第９項の規定による控除前の同条第１項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額）をいう。
・所得税法上の公的年金等の収入金額
「公的年金等の収入金額」とは、所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。
「公的年金等」とは所得税法第３５条第３項及び同法施行令第８２条の２に掲げる年金をいう。　
・その他厚生労働省令で定める給付
　「厚生労働省令で定める給付」とは、法施行規則第54条各号に掲げる各給付をいう。

（注３）
市町村民税額（所得割）の算出に当たっては、平成２２年度税制改正において廃止された年少扶養控除（１５歳以下の扶養親族１人当たり３３万円の所得控除）及び特定扶養控除の上乗せ分（１６歳から18歳までの扶養親族１人当たり１２万円の所得控除の上乗せ）は廃止されていないものとする。
　　
（注４）
　「重度かつ継続」とは次のいずれかをいう。
・育成医療のあった月以前の十二月以内に高額療養費多数回該当の場合(健康保険法施行令、船員保険法施行令、国家公務員共済組合法施行令、国民健康保険法施行令、地方公務員等共済組合法施行令又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令の規定(他の法令によって準用する場合を含む。)による高額療養費多数回該当の場合をいう。)
・受診者が心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有する場合

（注５）
　「市町村民税世帯非課税世帯」や市町村民税額(所得割)の「世帯」における合計額については、受診者が育成医療を受ける日の属する年度(育成医療を受ける日の属する月が4月から6月である場合にあっては、前年度)の課税状況を基準として判断することが基本となるが、育成医療を受ける日の属する月が4月から6月である場合であって、7月以降も継続して自立支援医療を受けることとなっているときには、これらに該当するかどうかにつき7月に再確認を行うことは必ずしも要さない。ただし、個別の判断によって再確認を行うことは妨げない。

（注６）
提出資料や申請者からの聞き取りから、所得が一切確認できなければ、原則として区分を「⑥一定所得以上」として取り扱うこととする。
また、市町村民税額(所得割)が23万5千円未満であることについてのみ確認できた場合は、所得区分を「⑤中間所得２」として取り扱うこととする。
更に、「市町村民税世帯非課税世帯」であることについてのみ確認できた場合には、所得区分を「③低所得2」として取扱うこととする。

（注７）
区分が「②低所得1」に該当するかどうかを判断する場合には、障害年金、特別児童扶養手当等非課税の所得があるため、これらの受給状況を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。


（注８）
非課税であることから申告しておらず、課税・非課税の確認がとれない者については、原則として、申告した上で非課税の証明書を取得するよう求め、その証明書を提出させるものとする。

（注９）
[bookmark: _GoBack]各区分において定める額を負担上限額としたならば生活保護を必要とする状態となる場合に、区分を変更したならば生活保護を必要としない状態となる場合は、当該区分のうち最も負担上限額が高いものにおいて定める額を負担上限額とする。

（注１０）
育成負担金は、その性質上、医療保険制度における一部負担金の一部であるため、健康保険法第75条に規定する一部負担金の端数処理の規定が適用され、医療機関窓口では１0円未満の金額を四捨五入して支払うこととなる。
また、育成負担金は子どもの医療費助成制度の助成対象となる。



